
基準年度 目標年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

1
市町村の避難計画策定
状況
（福島県内を除く）

71市町村 25年度 122市町村 令和６年度 104市町村 111市町村 111市町村 113市町村 113市町村

測定指標 基準値
施策の進捗状況（実績値）

原子力災害対策重点区域に含まれる市町村（福島県内を
除き122市町村）においては、災害対策基本法、原子力災害
対策特別措置法の規定により、防災基本計画及び原子力
規制委員会が策定した原子力災害対策指針に基づき地域
防災計画・避難計画を策定する必要がある。これに関し、国
として地域原子力防災協議会※の枠組みを通し積極的に支
援を行っているところ。こうした地域防災計画の策定・見直し
の件数は、原子力防災対策の進捗状況を示すものであるこ
とから、測定指標として適当である。なお、福島県内に関し
ては住民が避難したままの自治体があることから、測定指
標の基準値・目標値には含まないこととした。
※内閣府が、原子力防災会議決定に基づき、原子力発電
所が所在する13地域ごとに、関係省庁、地方公共団体等を
構成員とする地域原子力防災協議会を設置。
なお、従来、測定指標としていた「市町村の地域防災計画
（原子力災害対策編）策定状況（福島県内を除く）」について
は、122の市町村全てで策定が完了しているため、測定指標
から削除した。

施策の概要
原子力については、万一の事故にも機能する防災体制を日頃から整備しておくことが重要であり、
特に原子力施設周辺地域における取組を支援することにより、これらの災害対策の充実・強化を図る。

※　数字に○を付した指標は主要な指標

施策の目標
（最終アウトカム）

原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）
特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号） 第８５条第６項
特別会計に関する法律施行令（平成１９年政令第１２４号）第５１条第
７項第１号イ、第5号

政策体系上の位置付け

事後評価実施予定時期

原子力災害対策の充実・強化

「施策の目標」の設定の
考え方・根拠

令和7年8月
（複数年度評価）

原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地域原子力防災協議会での活動を通し、国と自
治体が一体となって地域防災計画、避難計画の充実・強化を行うとともに、十分な計画の具体化が進んだ地域
においては、それらを取りまとめた「地域の緊急時対応」について地域原子力防災協議会、原子力防災会議で
確認、了承を行う。さらに、計画の策定後も原子力総合防災訓練や自治体の防災訓練を通して、計画の改善に
努めていく。

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

・「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」（平成25年9月3日原子力防
災　　会議決定）
・「総理施政方針演説」（平成27年2月12日）（該当部分）「国が支援して、
しっかりとした避難計画の整備を進めます」
・「日本再興戦略改訂2016」（平成28年6月2日閣議決定）
・「未来への投資を実現する経済対策」（平成28年8月2日閣議決定）
・「第6次エネルギー基本計画」（令和3年10月22日閣議決定）
・「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月７日閣議決定）

令和５年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 原子力防災対策の充実・強化 担当部局名 政策統括官（原子力防災担当）

定
量
的
指
標

目標値 測定指標の選定理由及び目標値・目標年度の設定の根拠



2

地域原子力防災協議
会、原子力防災会議に
おける「地域の緊急時対
応の確認、了承」の状況
（確認・了承済み地域
数）

計0地域 25年度 計11地域 令和６年度

計6地域
※玄海を改

定

計7地域
（女川を確

認）

計8地域
（女川、美浜

を了承）
※女川、大
飯、高浜、
泊、伊方を

改定

計9地域
（島根を了

承）※玄海、
川内を改定

計9地域

基準年度 目標年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

3
地域原子力防災協議会
が関わる総合的な原子
力防災訓練の実施状況

実施 12年度 実施 令和６年度
実施

（大飯地域・
高浜地域）

実施
（島根地域）

実施見送り
（新型コロナ
ウイルス感
染症緊急事
態宣言が発
出されるな
ど、実施予
定当時の首
都圏の感染
状況等を踏
まえた結果）

実施
（女川地域）

実施
（美浜地域）

当初予算額
（単位：百万円）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

11,268 9,492 9,226

10,338 8,871 8,739

2 5,090 3,029 3,585

4,338 2,671 2,508

3 1,467 1,209 737

1,185 993 655

4 46 22 23

11 16 20

5 368 431 435

314 308 393

18,239 14,183 14,006

16,186 12,859 12,315

定
性
的
指
標

測定指標 基準

施策に関連する事業
（開始年度）

令和５年度行
政事業レビュー

事業番号

目標
施策の進捗状況（実績）

測定指標の選定理由及び目標水準・目標年度の設定の根拠

原子力総合防災訓練は、原子力災害対策特別措置法に基
づき、国や地方公共団体、事業者まで含めた総合的な訓練
を行うことで、組織の対応能力の検証と向上を図るととも
に、訓練結果の評価を通じて原子力災害対策マニュアル、
地域防災計画等を検証・改善し実効性を高めることを目的と
している。この訓練は毎年度特定の１地域で行っているが、
これを継続して実施することは、PDCAサイクルを通し、原子
力防災対策を充実・強化するために重要であるため。

計 -

原子力防災研修事業等
委託費（平成29年度）

0069 -
万が一の原子力災害時において、国や地方公共団体で中核となる防災業務関係者について、体系的かつ効果的な
訓練や研修等により人材育成を推進するための体制の整備を行う。

原子力発電施設等緊急
時安全対策交付金（昭
和55年度）

0067 -
原子力災害対策重点区域において、原子力災害から地域住民の安全を確保するために、地方公共団体が講じる原
子力防災対策に対して所要の支援を行う。

予算額・執行額（単位：百万円）
（上段：予算額、下段：執行額） 事業の概要

防災基本計画において、「国、地方公共団体等は、各地域
の地域原子力防災協議会において、避難計画を含むその
地域の緊急時における対応が、原子力災害対策指針等に
照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認する」、
「内閣府は、原子力防災会議の了承を求めるため、同協議
会における確認結果を原子力防災会議に報告する」ものと
されている。この原子力防災会議による了承の件数は各地
域の緊急時対応のとりまとめの進捗状況を表しているため
指標として適切である。新規地域の緊急時対応の確認・了
承については、このほか、すでに確認・了承済みの緊急時
対応の改定作業等もあり、それらを勘案し、目標値は、令和
3年度実績値から２地域増の計11地域とした。

■

-

福島事故の反省を踏まえた緊急時体制の整備が進展する中で、全地域が共通的に抱える各種課題の改善策を講
じ、実効性ある原子力防災体制を促進することにより、原子力災害対策地域において原子力災害から地域住民の安
全・安心を確保するために地方公共団体が講じる防災体制の有効性を高める。

0068

原子力災害対策事業
（平成26年度）

0066 -
原子力災害対策重点区域において、原子力災害から地域住民の安全を確保するために、地方公共団体が講じる原
子力防災対策に対して所要の支援を行う。

原子力災害時避難円滑
化モデル実証事業(平成
30年度）

0070
原子力災害対策重点区域において、原子力災害から地域住民の安全を確保するために、地方公共団体が講じる原
子力防災対策に対して所要の支援を行う。

原子力防災体制等構築
事業委託費（平成29年
度）

-
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